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名
義
変
更
や
廃
車
の
届
け
出
は

３
月
中
旬
ま
で
に

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、毎
年

４
月
１
日
現
在
、軽
自
動
車
や
原
動
機

付
自
転
車
な
ど
を
所
有
す
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、軽
自
動
車

な
ど
を
取
得
、譲
渡
、廃
車
し
た
場
合

に
は
３
月
末
ま
で
に
次
の
機
関
へ
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、３
月
末
は
届
出
が
集
中
し
窓

口
が
非
常
に
混
雑
し
ま
す
。名
義
変
更

や
廃
車
届
は
３
月
中
旬
ま
で
に
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。

広 

告

2
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）と

名
義
変
更
手
続
き

問
合
せ  

税
務
課
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令
和
７
年
度
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
月
割
課

税
制
度
が
な
い
た
め
、年
度
途
中
で
廃

車
手
続
き
を
し
た
場
合
で
も
、既
に
納

め
た
税
金
を
還
付
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

公
道
を
走
行
し
な
い
場
合
で
も
、所

有
し
て
い
れ
ば
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）の
申
告
が
必
要
で
す
。ま
た
、原
動

機
付
自
転
車
、小
型
特
殊
自
動
車
は

一
時
的
に
使
用
し
な
い
な
ど
の
理
由
は

廃
車
事
由
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

車種 届出先
原動機付自転車 

（排気量125cc以下）
税務課 
℡２３-７６１５特定原動機付自転車

小型特殊自動車 
（農耕作業用、その他）
軽二輪車 

（排気量125cc超
250cc以下）

中部運輸局愛知運輸支局 
豊橋自動車検査登録事務所 
℡０５０-５５４０-２０４９二輪の小型自動車 

（排気量250cc超）
軽自動車 

（三輪・四輪）
軽自動車検査協会 
愛知主管事務所豊橋支所 
℡０５０-３８１６-１７７１

車種区分 年税額

原動機付自転車

50cc以下 2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc超 125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

特定原動機付自転車 2,000円
軽二輪（125cc超250cc以下） 3,600円
被けん引車 3,600円
二輪小型（250cc超） 6,000円

小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他（フォークリフトなど） 5,900円

車種区分
年税額（最初の新規検査年月日により異なる）

平成27年3月31日以前に
最初の新規検査

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査（※1）

平成24年3月31日以前に
最初の新規検査（※2）

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

軽四輪貨物用
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

※1 税率の特例（グリーン化特例）に該当する車両は税の軽減があります。
※2 最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税されます。

■原動機付自転車・小型特殊自動車などの税額

■軽自動車（三輪・四輪）の税額
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※財源確保のために有料広告を掲載しています。広告の内容に関する問い合わせは、直接広告主へ。
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3
３
月
１
日
㈯
～
７
日
㈮
は

春
の
火
災
予
防
週
間

問
合
せ  
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毎
年
、住
宅
火
災
に
よ
り
全
国
で
、

約
千
人
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

住
宅
火
災
の
原
因
で
多
い
の
は
、コ
ン

ロ
、た
ば
こ
、電
気
機
器（
電
気
配
線
）、

ス
ト
ー
ブ
、放
火
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

万
が
一
に
備
え
住
宅
用
火
災
警
報

器
や
住
宅
用
消
火
器
を
設
置
し
、住

宅
防
火
対
策
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、た
き
火
な
ど
火
気
を
扱
う
と

き
は
、消
火
の
準
備
を
し
て
、そ
の
場

を
離
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　

火
災
に
よ
り
発
生
し
た
煙
や
熱
を

感
知
し
、警
報
音
や
音
声
に
よ
り
、早

く
火
災
の
発
生
を
知
ら
せ
る
避
難
を

う
な
が
す
機
器
で
す
。消
防
法
に
よ

り
、全
て
の
住
宅
に
設
置
が
義
務
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

守
り
た
い

　
未
来
が
あ
る
か
ら

　
　
火
の
用
心

4
新
城
さ
く
ら
ま
つ
り

問
合
せ  

市
観
光
協
会
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渓
谷
に
咲
き
誇
る
桜
で
い
っ
ぱ
い
の
公
園

を
散
策
し
て
、新
城
の
春
を
満
喫
し
て
く
だ

さ
い
。期
間
中
は
物
産
展
や
各
種
イ
ベ
ン
ト

を
行
い
ま
す
。

期
間　
３
月
19
日
㈬
～
４
月
８
日
㈫

イ
ベ
ン
ト
日　
３
月
29
日
㈯
、30
日
㈰
、

４
月
５
日
㈯
、６
日
㈰

場
所　
桜
淵
公
園

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
確
認

　

家
電
製
品
の
使
用
期
間
は
、７
年
か

ら
10
年
と
言
わ
れ
て
お
り
、住
宅
用
火

災
警
報
器
も
同
様
で
す
。そ
の
ま
ま
使

用
を
続
け
る
と
電
子
部
品
の
寿
命
や

電
池
切
れ
な
ど
で
火
災
を
感
知
し
な

く
な
る
な
ど
、正
常
に
作
動
し
な
い

ケ
ー
ス
が
あ
り
危
険
で
す
。

　

機
器
の
製
造
年
月
日
を
確
認
し
、10

年
を
過
ぎ
て
い
れ
ば
、機
器
の
交
換
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

強く押す


